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日本消費者教育学会    2012 年 4月 14日 

 
関東支部ニュース No.２（2012 年度） 

 
関東支部事務局 112-8681 東京都文京区目白台２－８－１ 

                          日本女子大学 80 年館 A 棟 5 階 
消費生活研究室 （細川幸一研究室）内  

                        TEL/FAX  03-5981-3487   
                                       

２012 年度関東支部研究発表会・研究発表の募集 

2012 年度の関東支部研究発表会を下記の日程で開催いたします。今秋の全国大会（2012 年

10 月２０日、2１日に岡山県倉敷市内で開催予定）で発表を希望される方は支部での事前発表が義

務付けられておりますので、いずれかの日程で必ずご発表ください。 

第１回 6 月２日（土）13 時半～  

城西国際大学紀尾井町キャンパス 

第２回 7 月 7 日（土）13 時半～ 

     日本女子大学目白キャンパス 

（発表希望日に偏りがある場合は調整をお願いする場合があります。時間は発表本数により決定いたします。発表

以外にシンポジウムなどの企画が入る場合があります） 

 

申込先・方法：メールで下記まで。 

Jace＿kantou＿shibu @  yahoo . co . j p  （氏名・所属・発表タイトルを記載してください） 

3 日以内に確認メールを返送いたします。確認メールがない場合は必ずご連絡ください。 
メール環境にない方はハガキで関東支部事務局にお知らせください。  

申込期日：4 月 2８日（土） 

なお、一昨年から実施されました全国大会でのポスター発表について事前に支部での発表を義

務付けるとの通知が本部よりございました（下記参照）。全国大会でポスター発表した場合も学会

誌投稿を可能としております。従いまして、今回より、全国大会でポスター発表希望者の支部発

表も受け付けます。ご希望の方はその旨お知らせください。 

○ポスター発表の取り扱いについて   

   従来全国大会において任意の扱いをしてきたポスター発表を、口頭発表と同様に研究発 

表のひとつの形態として扱う。 

   したがって、学会誌投稿規定の２の１）研究発表にはポスター発表を含むものとする。 

   ポスター発表の要領については別に定める。 

            全国大会におけるポスター発表要領 

 １．ポスター発表は連名者（共同発表者）も含め、会員（正会員および学生会員）であること 

を要す。 

 ２．ポスター発表の様式は、個人発表、共同発表を問わず、Ａ０版用紙縦長仕様横書き１枚と 

する。 

 ３．ポスター発表を希望する者は支部例会での発表（口頭発表も可）を経たのち、定められた 

期日までに、所定の研究発表申込書を所属支部長に提出しなければならない。 
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消費者教育推進法案上程の動き 

学会としても長年の悲願であった消費者教育推進法案が議員立法で上程されようとしていま

すが、与野党の協議が進まなかったために前国会での上程ができず、できれば今国会での上程･

成立が強く求められるところとなっております。そうした中、3 月中旬になってようやく要綱

ともに条文化された法案が示されました。関東支部ではその資料を入手しましたので、支部会

員向け同封しております。 

しかしながら、３月中旬の自民党政務調査会で「消費者市民社会」という概念について一部

議員に理解不足があり差し戻しになっておりおます。そのため、与野党合意しての議員立法に

よる法案提出が未だできない状況にあります（参議院先議の予定）。自民党の消費者関連に理解

のある議員が努力を続けており、本国会での上程･成立を目指しております。学会関東支部とし

ても議員立法に向けて活動をしてまいりましたが、皆様からのお力添えをお願いいたします。 

 

消費者庁・消費者教育推進会議が報告書を出し解散 

平成２２年３月に閣議決定された消費者基本計画に基づき、消費者教育の推進に資するため、消

費者庁では、学識経験者、消費者団体、教育関係者、関係省庁等を委員とする「消費者教育推進会

議」を開催してきました。平成２３年８月３０日には検討すべき課題を整理した「中間整理」を公

表し、その後、次の三つの分科会において、消費者教育の理念の整理、課題の抽出、課題への対策

などについて議論されました。 

(1)体系化 

(2)学校における教育 

(3)社会における教育 

平成２４年３月１６日に開催した第３回消費者教育推進会議では、分科会での検討内容と平成２

４年度以降に行政が行う施策案について議論され、報告書『消費者教育推進のための課題と方向』

が公表されました。関東支部会員向けに同報告書を同封しております。 

予定されている消費者教育推進法案に「消費者教育推進会議」設置がうたわれていることもあり、

同会議は本報告書の作成･公表をもって解散となっております。 

 

消費者教育支援センターがシンポジウム開催 

 消費者教育支援センターが 2012 年消費者教育シンポジウム「科学的な視点をもった消費者教育

―消費者事故を防ぐためにー」を国立オリンピック記念青少年総合センターで 2012 年 6 月 26

日（火）13 時 20 分～16 時 50 分に開催します。 

 第一部では「第 8 回消費者教育教材資料表彰（企業･業界団体対象）、第二部ではパネルディス

カッションが予定されています。第二部「科学的な視点をもった消費者教育―消費者事故を防ぐた

めにー」では、向殿政男明治大学理工学部教授の基調講演とパネルディスカッションが予定されて

います。参加費無料で、消費者教育支援センターのサイトから申込できます。 


